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全国飼料増産行動会議の設置について

平成１２年６月 １日
平成１３年５月２３日改訂
平成１７年５月１３日改訂
平成１８年２月 ７日改訂

１ 趣旨
新たな「食料・農業・農村基本計画 （平成１７年３月２５日閣議決定）におい」

ては、食料の安定供給の確保を図るため、国内農業生産の増大を図ることを基本と
しており、特に、食料自給率の向上を図る上で、自給飼料の生産拡大が重要な課題
となっている。
こうしたなか、飼料自給率目標や生産努力目標の達成に向けた自給飼料の生産拡

大を図るためには、飼料増産運動の具体的な取組を明らかにした基本方針を定め、
この工程管理を確実に実施することはもとより、基本方針に即した取組の実施に必
要な自給飼料生産の有利性・重要性の啓発や飼料増産関連制度・施策の普及・浸透
を図るほか、飼料増産に係わる取組事例の紹介やマニュアルの作成・配布、技術情
報の提供等を行い、地域段階の取組を支援することが重要である。
このため、飼料増産運動の推進母体として、行政、農業団体等が一体となって全

国段階に全国飼料増産行動会議（以下「全国会議」という ）を設置し、飼料増産。
運動の全国的な展開を図るものとする。
なお、飼料増産運動の展開に当たっては、上部に組織される「飼料自給率向上戦

略会議」や「食料自給率向上協議会」との連携を十分確保するよう留意するものと
する。

２ 全国会議の構成
全国会議は、農林水産省、都道府県、全国農業協同組合中央会 （社）中央畜産、

会 （社）日本草地畜産種子協会その他関係者をもって構成する。、

３ 全国会議の活動
全国会議は次の活動を行うものとする。

（１）飼料増産運動の基本方針の決定
（２）飼料増産運動の工程管理
（３）飼料増産を図るための普及啓発
（４）飼料増産に関する情報の収集・分析・提供
（５）都道府県段階の飼料増産戦略会議及び市町村段階の飼料増産戦略会議に対する

助言並びに地域段階の取組に対する支援
（６）その他飼料増産の推進に必要な活動

４ 全国会議の運営
（１）全国会議の会長は農林水産省生産局畜産部長、副会長は全国農業協同組合中央

会部長とする。
（２）全国会議の下に実務担当者からなる幹事会を置き、所要の検討・調整を行わせ

るものとする。
（３）全国会議の事務局は農林水産省と（社）日本草地畜産種子協会が共同して行う

ものとする。




